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彩の国さいたま人づくり広域連合の研修施設の名称及び位置を定める規則

平成２５年２月１５日

規則第１号

彩の国さいたま人づくり広域連合の研修施設の名称及び位置を次のように定める。

名称 自治人材開発センター

位置 さいたま市北区土呂町２丁目２４番地１

附 則

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。


